
令和 8 年（2026 年）　区のおしらせ  CHUO CITY NEWS　No.1620

15

2026
デジタル版も

こちらで
ご覧になれます

2

１６歳
以上の人が
青切符交付の

対象！

青切符導入
その①

放置自転車対策強化
その②

一
時
不停

止も
…

なが
らスマホも…

取り締まりの対象に
!

取り締まりの対象に
!

〈発行〉中央区　〈編集〉企画部広報課　中央区築地一丁目 1番 1号　☎ 3543-0211（代表）FAX 3546-2095（広報課）　HP https：//www.city.chuo.lg.jp/

通行の妨げに…

令和８年
４月１日

から

自転車の
交通ルー

ルの

運用など
が厳格化

されます

反則切符
（青切符

）

2面・3面に続きます



自転車は幅広い年齢の方が利用する便利な乗り物です。
その一方で、区内では自転車事故の増加が懸念され、また、一部の自転車の悪質・

危険な走行が散見されます。
4月1日から、「道路交通法」の改正により、自転車の運転者（16歳以上の者）によ

る一定の違反が、交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）の対象となります。なお、
飲酒運転や妨害運転など、特に悪質・危険な交通違反の場合には、これまでと同様
に赤切符が適用され、刑事手続きに移行されます。

引き続き、交通ルール・マナーを守って、安全な自転車利用を心がけてください。

交通反則通告（青切符）制度とは
運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金

を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることなく
事件が終結される制度です。

今回、自転車の一定の違反に対して青切符が導入されるこ
とにより、自動車と同様に、違反者の手続き上の負担が軽減
されることとなります。

４月１日から４月１日から自転車の違反も交通反則通告自転車の違反も交通反則通告
（青切符）制度の対象となります（青切符）制度の対象となります

新新

2   区のおしらせ   　令和8年（2026年）2月15日号　No.1620

凡例  日‌＝日時  場‌＝会場  対‌＝対象  内‌＝内容  師‌＝講師  定‌＝定員  費‌＝費用・料金（記載がない場合は無料）  申‌＝申込方法  託‌＝託児  問‌＝問い合わせ  ‌＝E-mail  HP＝ホームページ

指導・警告

悪質・危険な違反行為

自転車の交通違反取り締まりの流れ（改正後）
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青切符が交付される違反例
信号無視

６,０００円

携帯電話使用等
（保持）

１２,０００円

一時不停止

５,０００円

傘差し運転

5,０００円

右側通行
6,０００円

◎以下は一例です。

運転中の
イヤホン等の使用

５,０００円

無灯火

５,０００円



４月１日から４月１日から
放置自転車の放置自転車の
取り締まりを取り締まりを
強化します強化します

４月１日から区立駐輪場（一部）の定期利用要件を緩和します
区立駐輪場の定期利用要件は区内在住・在勤・

在学者で通勤・通学などの用途で使用し、住まい
や勤務先などの住所と駐輪場の最寄りの駅との直
線距離がおおむね300メートル以上離れている
こと、としています。４月１日からこの要件を緩
和し、一定程度の空きがある場合には、300メー
トル以内であっても、定期利用の申し込みが可能
となります。

４月１日から区立八重洲一丁目地下駐輪場を開設します
所在地

八重洲1-6-1
(TOFROM YAESU TOWER 地下1階）
使用料（1カ月）

区民一般　1,500円
区民学生　1,000円
区民以外　2,000円

◎長期間ご利用いただくことで、使用料が割安となる料
金体系となっています。

（（例）区民一般の場合…1カ月定期利用：1,500円、
3カ月定期利用：4,000円、6カ月定期利用：8,000円）

収容台数
300台（定期利用のみ）
利用申請開始日
　3月1日（日）
申請受付場所
　浜町公園地下駐輪場
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勝どき駅放置禁止区域の 
追加指定

良好な生活環境保全のため、現行
の放置禁止区域に加え、新たに放置
禁止区域を追加指定します（図1）。
◎放置禁止区域内に自転車を放置す

ると、即日撤去の対象となります。

銀座地区放置自転車の 
撤去を強化します

銀座2〜8丁目における放置自転
車の撤去について、放置の確認から
撤去までの期間を短縮し、常習的に
放置される自転車などの取り締まり
を強化します（図2）。

問交通課交通施設係
☎（3546）5443

対象となる駐輪場
・築地市場駅地下
・浜町公園地下
・月島駅地下
・勝どき駅地下
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「区のおしらせ　ちゅうおう」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、ファミリーマート（一部店舗を除く）、都営地下鉄の駅（東銀座・宝町・築地市場・日本橋・人形町・
東日本橋・馬喰横山・浜町・勝どき・月島）、東京メトロの駅（京橋・銀座・東銀座・新富町・築地・八丁堀・三越前・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）、ＪＲの駅（新日本橋・馬喰町）、文化堂でも配布しています。

詳しくは区HPへ
駐輪場駐輪場が利用しやすくなります

問交通課交通対策係
☎（6278）8171

詳しくは区HPへ
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